
令和６年４月１０日 

児童
じ ど う

のみなさんへ 

久米南
く め な ん

町立
ちょうりつ

誕生
たんじょう

寺
じ

小学校
しょうがっこう

 

校
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 利
り

  香
か

 

 

誕生
たんじょう

寺
じ

小学校
しょうがっこう

の先生
せんせい

たちの基本的
きほんてき

なルール
る ー る

のお知
し

らせ 
 

学校
がっこう

では、みなさんが安全
あんぜん

に安心
あんしん

して学習
がくしゅう

できるよう、先生
せんせい

たちも校内
こうない

ルール
る ー る

を決
き

め、

学校
がっこう

生活
せいかつ

を進
すす

めます。 

次
つぎ

に誕生
たんじょう

寺
じ

小学校
しょうがっこう

の先生
せんせい

たちの基本的
きほんてき

なルール
る ー る

をお知
し

らせします。学校
がっこう

生活
せいかつ

で、守
まも

るよ

うにしていきます。児童
じ ど う

のみなさんも、よく読
よ

んで協 力
きょうりょく

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※校内
こうない

ルール
る ー る

については、見直し
み なお

をし、よくしていきます。＜相談先
そうだんさき

：教頭
きょうとう

先生
せんせい

＞  

１ 学校
がっこう

から連絡
れんらく

するときについて 

（１） みなさんのけいたい電話
で ん わ

の電話番号
でんわばんごう

やメールアドレス
め ー る あ ど れ す

の交換
こうかん

はしません。 

（２） みなさんのけいたい電話
で ん わ

やメール
め ー る

、ライン
ら い ん

などに直接
ちょくせつ

連絡
れんらく

することはありません。 

 

２ 連絡
れんらく

の方法
ほうほう

について 

（１） みなさんに連絡
れんらく

をする場合
ば あ い

には、家族
か ぞ く

の方
かた

からの届
とど

けのある電話
で ん わ

に連絡
れんらく

します。 

 

３ みなさんにお話
はなし

などがある場合
ば あ い

について 

（１） お話
はなし

の内容
ないよう

について校長
こうちょう

先生
せんせい

や教頭
きょうとう

先生
せんせい

、担任
たんにん

の先生
せんせい

や他
ほか

の先生
せんせい

に知
し

らせ、連絡
れんらく

・

相談
そうだん

をしながら進
すす

めます。 

（２） みなさんが言
い

いにくいことや困
こま

ったことは、みなさんの安全
あんぜん

や安心
あんしん

できることを考
かんが

え

て、２人
ふ た り

以上
いじょう

の先生
せんせい

で話
はなし

を聞
き

いたり、伝えたり
つた

します。 

（３） 話
はなし

をしたり、伝
つた

えたりしたことは、先生
せんせい

全員
ぜんいん

でみなさんが過
す

ごしやすいように考えて
かんが

いきます。 

 

４ みなさんの校外
こうがい

の移動
い ど う

について 

（１） 原則
げんそく

、みなさんの安全
あんぜん

のことを考えて
かんが

、先生
せんせい

の車
くるま

にはのせません。 

 

５ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

ついて 

（１） みなさんの個人
こ じ ん

情報
じょうほう

については、事前
じ ぜ ん

におうちの方
かた

に許し
ゆる

を得た
え

内容
ないよう

に限り使い
かぎ  つか

ます。 

（２） 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

にかかわる内容
ないよう

の取り
と

あつかいについては、十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

します。 

 

 


